
 

 

 

 

 

那珂川市健康福祉部高齢者支援課 

 

 

 

 



 

 

 

「那珂川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める 

条例」 

                   （平成 25 年 3 月 6 日那珂川市条例第 9 号） 



























 

















 

那珂川市高齢者支援課まで報告すること。 











ましいこと。なお、「押印についてのＱ＆Ａ(令和２年６月 1 9日内閣府・法務省・
経済産業省)」を参考にすること。 

ｄ その他、電磁的方法によることができるとされているものは、ａからｃまでに準じ

た方法によること。ただし、基準若しくは予防基準又はこの通知の規定により電磁

的方法の定めがあるものについては、当該定めに従うこと。 

ｅ また、電磁的方法による場合は、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な

取扱のためのガイダンス」及び「医療情報システムの安全管理に関するガイドライ

ン」等を遵守すること。 

㊻ 変更の届出 

変更届出書は、変更日から 10日以内に那珂川市高齢者支援課へ提出すること。 

届出事項 

ア 事業所の名称（サテライト事業所がある場合はサテライト事業所も対象。） 

イ 事業所の所在地（サテライト事業所がある場合はサテライト事業所も対象。） 

＊ 電話番号・ファックス番号の変更を含む。 

ウ 申請者の名称 

エ 主たる事務所の所在地 

オ 代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 

カ 申請者の登記事項証明書又は条例等 

キ 建物の構造概要及び平面図（各室の用途を明示するものとする。）並びに設備の概要 

ク 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴 

ケ 運営規程 

コ 協力医療機関の名称及び診療科名並びに協力医療機関との契約の内容、協力歯科医療機関 

の名称及び協力歯科医療機関との契約の内容 

サ 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要 

 

 

㊼ 暴力団員等の排除 

役員を変更した場合、誓約書(暴力団排除)の提出が必要。 

〇 サテライト型小規模多機能型居宅介護事業所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業所要件】 

 ａ 本体事業所が次のいずれかに該当すること。 

・ 事業開始以降１年以上の本体事業所としての実績を有すること。 

 

ー27ー 

「サテライト型小規模多機能型居宅介護事業所」（以下「サテライト事業所」という。） 

以下の要件（ア及びイ）に該当する「本体事業所」との密接な連携の下に運営される小規模

多機能型居宅介護事業所をいう。 

ア  居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について３年以上の経験を

有する小規模多機能型居宅介護事業者により設置される小規模多機能型居宅介護事業所又は

看護小規模多機能型居宅介護事業所。 

イ  小規模多機能型居宅介護事業所又は看護小規模多機能型居宅介護事業所であって、サテ

ライト事業所に対する支援機能を有するもの。 















 

旧南畑村（五ケ山・市ノ瀬・埋金・不入道・成竹・寺倉・南面里） 

旧南畑村（五ケ山・市ノ瀬・埋金・不入道・成竹・寺倉・南面里） 

旧南畑村（五ケ山・市ノ瀬・埋金・不入道・成竹・寺倉・南面里） 































 

 

 

 

 

「那珂川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着

型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」  

                                （平成25年3 月6 日那珂川市条例第10 号） 


















































































































































































